
　
　

歳
以
上
の
方
の
公
的
年
金
所
得
に
係

６５
る
市
・
道
民
税
は
、
特
別
徴
収
に
よ
り
納

め
る
こ
と
が
地
方
税
法
で
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

今
年
度
か
ら
新
た
に
対
象
と
な
る
方

は
、　

月
に
支
給
さ
れ
る
年
金
か
ら
市
・

１０

道
民
税
の
特
別
徴
収
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

年
金
特
別
徴
収
を
開
始
す
る

年
金
特
別
徴
収
を
開
始
す
る
方方

煙
昨
年
の
４
月
２
日
か
ら
今
年
の
４
月
１

日
ま
で
の
間
に
　
歳
に
な
っ
た
方
で
、

６５

年
金
所
得
に
係
る
市
・
道
民
税
の
納
付

義
務
の
あ
る
方

煙
今
年
の
４
月
１
日
現
在
、
　
歳
以
上

６５

で
、
昨
年
度
中
の
税
額
変
更
な
ど
に
よ

り
特
別
徴
収
が
停
止
し
、
年
金
所
得
に

係
る
市
・
道
民
税
を
普
通
徴
収
（
納
付

書
や
口
座
振
替
）で
納
め
て
い
る
方

年
金
特
別
徴
収
が
で
き
な
い

年
金
特
別
徴
収
が
で
き
な
い
方方

　
　

歳
以
上
で
公
的
年
金
所
得
が
あ
る
方

６５
で
も
、
左
記
に
該
当
す
る
と
き
は
、
特
別

徴
収
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。（
障
害
年
金

や
遺
族
年
金
は
非
課
税
の
た
め
特
別
徴
収

の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
）

煙
各
年
金
保
険
者
の
都
合
に
よ
り
特
別
徴

収
で
き
な
い
と
き

煙
介
護
保
険
料
が
公
的
年
金
か
ら
特
別
徴

収
さ
れ
て
い
な
い
と
き

煙
今
年
１
月
１
日
以
降
、他
市
町
村
に
転

居
し
た
と
き

煙
特
別
徴
収
さ
れ
る
べ
き
市
・
道
民
税
の

金
額
が
公
的
年
金
か
ら
引
き
き
れ
な
い

と
き

煙
６
月
以
降
に
公
的
年
金
か
ら
差
し
引
く

べ
き
税
額
が
変
更
と
な
っ
た
と
き

納
税
通
知
書
を
ご
確
認
く
だ
さ

納
税
通
知
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
いい

　

今
年
６
月
中
旬
に
送
付
し
て
い
る「
平

成　

年
度
市
民
税
・
道
民
税（
個
人
住
民

２７
税
）税
額
決
定
・
納
税
通
知
書
」の
「
４

ペ
ー
ジ
目
」に
、
年
金
か
ら
差
し
引
か
れ

る
税
額
を
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
６
月
以
降
に
税
額
変
更
な
ど
が

あ
っ
た
方
に
は
、
新
た
に
通
知
書
を
送
付

し
て
い
ま
す
の
で
、
最
新
の
通
知
書
も
併

せ
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
告
・
問
合
先

　
市
税
務
課
市
民
税
グ
ル
ー
プ

13 平成27年10月 　　　　　　　

年
金
特
別
徴
収
と
は
？

　

年
金
保
険
者（
日
本
年
金
機
構
な

ど
）が
、
市
・
道
民
税
を
公
的
年
金
か

ら
引
き
落
と
し
て
、
年
金
受
給
者（
納

税
義
務
者
）に
代
わ
り
市
・
道
民
税
を

納
め
る
制
度
で
す
。

公的年金から
市・道民税を
引いた年金額

年金受給者（納税義
務者）に代わって市・
道民税を納入

税
の
申
告
は
お
済
み
で
す
か
？

　

市
・
道
民
税
の
申
告
を
し
て
い
な
い

方
で
、
市
・
道
民
税
の
計
算
に
反
映
さ

れ
て
い
な
い
控
除（
社
会
保
険
料
控

除
、
生
命
保
険
料
控
除
、
扶
養
控
除
、

医
療
費
控
除
な
ど
）が
あ
る
場
合
は
、

申
告
に
よ
り
控
除
を
追
加
・
修
正
す
る

こ
と
が
で
き
、
税
額
が
少
な
く
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

歳
に
な
っ
た
方
の
市
・
道
民
税

　
歳
に
な
っ
た
方
の
市
・
道
民
税
をを

６５６５
公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収
し
ま

公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収
し
ま
すす

IT資格取得研修第２期生IT資格取得研修 第２期生 受講者募集受講者募集

　パソコンの基礎から実践的・実用的な IT知識の習得と、IT資格（ドット
コムマスターアドバンス）の取得を目指してみませんか。
日　程　１１月から１２月の間に実施（土・日曜日、祝日を除く）
※研修日数は３０日を予定。
時　間　午前９時３０分～午後４時３０分
対　象　市内に在住または在住予定の方で、研修後に就業する意志をお持ちの方
定　員　１０人（申込順）
研修費用・資格試験費用　無料（資格試験費用は２回まで無料）
申込・問合先　１０月２１日我までに、岩見沢市IT資格取得支援センター（有明町南１　珂はまなすイ

ンフォメーション内）へ　緯２５局８１０６

資格取得後は、市内企業への

就業サポートを行います外


